
令和４年度 亀岡市保育所等紙おむつ等納入業務 仕様書 

 

 

１ 目的 

 「令和４年度 亀岡市保育所等紙おむつ等納入業務」を実施するにあたり、

本仕様書において当該業務に関する内容を定める。 

 

２ 契約期間 

  契約締結の日から令和５年３月３１日まで 

 

３ 納入内容 

  紙おむつ及びおしりふきを納入する。 

紙おむつの規格は、Ｓサイズ・Ｍサイズ・Ｌサイズ・ＢＩＧサイズ・ＢＩ 

 Ｇサイズよりも大きいサイズの５種類とし、Ｓサイズのみテープタイプ及び 

パンツタイプを希望に応じて納入する。 

 

４ 紙おむつ等の納入先及び利用予定人数 

 施設名 所在地 
利用予定人数（人） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 合計 

１ 川東保育所 亀岡市馬路町流川３０－１ １ ９ ９ ０ １９ 

２ 中部保育所 
亀岡市曽我部町穴太川原口 

３４－１ 
３ １１ ７ ０ ２１ 

３ 東部保育所 亀岡市篠町野条下川１ ５ １８ １１ ０ ３４ 

４ 第六保育所 
亀岡市北河原町１丁目１－

１ 
９ ２４ １２ ０ ４５ 

５ 別院保育所 
亀岡市東別院町南掛正之垣

内１０ 
１ ０ ０ ０ １ 

６ 保津保育所 亀岡市保津町五番６０－２ ０ ４ ４ ０ ８ 

７ 本梅こども園 
亀岡市本梅町井出早田垣内 

１３－２ 
３ １０ ３ ０ １６ 

８ 
森の自然こども園

東本梅 

亀岡市東本梅町東大谷生子

田６９ 
０ ４ １ ０ ５ 

９ 亀岡市立幼稚園 
亀岡市大井町並河検見ケ上

７ 
０ ０ ０ １１ １１ 

10 めぐみの園保育園 
亀岡市篠町広田２丁目１７

－１８ 
１１ ３０ １９ ０ ６０ 



11 
めぐみの園保育園

にじいろ分園 

亀岡市篠町広田２丁目２６

－１３ 
６ ８ ６ ０ ２０ 

12 太田保育園 
亀岡市薭田野町太田竹ケ花 

２０－１ 
９ ３０ １６ ０ ５５ 

13 亀岡あゆみ保育園 
亀岡市篠町篠下中筋４５－

１ 
６ １７ ２０ ０ ４３ 

14 
亀岡あゆみ保育園

馬堀駅前分園 

亀岡市馬堀駅前２丁目６－

１ 
７ １２ ０ ０ １９ 

15 
上西山あゆみ保育

園 
亀岡市篠町篠上西山８ ６ ２２ １３ ０ ４１ 

16 くわの実保育園 
亀岡市三宅町１丁目３－ 

２１ 
３ １２ ４ ０ １９ 

17 はこべ保育園 亀岡市篠町浄法寺中村８ ５ １０ ６ ０ ２１ 

18 大井こども園 
亀岡市大井町並河１丁目 

２４－２５ 
８ ２３ ９ ０ ４０ 

19 
大井こども園並河

駅前分園 

亀岡市大井町土田２丁目 

１１－２０－１０９ 
２ １１ ７ ０ ２０ 

20 千代川こども園 
亀岡市千代川町千原片ホコ 

１５ 
１１ ２８ １５ ０ ５４ 

21 千代川幼稚園 
亀岡市千代川町小川３丁目 

５－１１ 
０ ０ ６ ３ ９ 

22 安町幼稚園 亀岡市安町小屋場３１ ０ ０ １２ １５ ２７ 

23 ひかり幼稚園 
亀岡市西つつじケ丘霧島台 

２丁目３０－１５４ 
０ ０ ５ ５ １０ 

24 篠村幼稚園 
亀岡市篠町篠上中筋４７－

２ 
０ ０ ６ １３ １９ 

25 びばっこ保育園 
亀岡市追分町サンガスタジ

アムｂｙＫＹＯＣＥＲＡ内 
６ １１ ４ ０ ２１ 

26 
保津川ひよこ保育

園 

亀岡市大井町並河３丁目 

１１－４５ 
５ ９ ２ ０ １６ 

27 
かめでんキッズル

ーム～すまいる～ 

亀岡市篠町広田１丁目２５

－１ 
２ ５ ０ ０ ７ 

28 亀岡保育園 
亀岡市北古世町１丁目１８

－１ 
０ ０ ２６ ０ ０ 

 合計 109 308 223 47 687 

 



５ 契約締結の方法 

  契約は、おむつ及びおしりふきの各規格１枚当たりの単価契約とする。 

６ 業務内容 

（１）注文受付 

・注文の受付は、原則としてメール又は受注者が用意する発注システム等に 

より行うこと。 

 ・誤注文を防ぐため、注文取り消し等の体制を整えておくこと。 

 ・注文の方法及び在庫管理は、保育士等の負担軽減に配慮すること。 

（２）配送業務 

・注文を受け付けた場合は、指定時間までに指定場所に確実に配送できるよ 

う、適切な配送体制を整えること。 

（３）業務報告 

 ・受注者は、保育所等に納入するおむつ及びおしりふきの量を把握し、毎月 

  の末日において算出したおむつ及びおしりふきの納入数を報告すること。 

 

７ 委託料の支払い 

（１）受注者は、毎月の末日においておむつ及びおしりふきの納入数を算出し、

委託料並びに消費税及び地方消費税を発注者に請求する。 

（２）発注者は、受注者から請求書を受理したときは、その日から３０日以内

に支払うものとする。 

 


